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熟 議



学校運営協議会

学校運営連絡協議会
地域に根ざした学校運営のため協議会を設置し、定期的な意見
交換、協議を行い、地域に開かれた学校を目指す連絡協議会

保護者や地域住民等が学校運営に参画する持続可能な仕組みへ

教育委員会規則を制定し、法律に基づく仕組みに位置づけます。

教育委員会規則や、教育委員会の方針
等に基づき学校が作成する要綱等によ
り設置されている会議体で、校長の求
めに応じた意見聴取にとどまらず、主
体的に学校運営や教育活動について協
議し、意見を述べることができる会議
体という位置づけです。

「協議」

「熟議」



（既設）学校運営連絡協議会 （新設）学校運営協議会

目 的
○保護者及び地域住民等の意向を把握及び反映し並びに保護者等の協力を得ることを目
的とする。

○保護者や地域の住民が一定の権限と責任をもって学校運営に参画することにより、その
ニーズを迅速かつ的確に学校運営に反映させ、よりよい教育の実現に取り組むことを目
的とする。

根拠例規 稲城市立学校の管理運営に関する規則（昭和53年教育委員会規則第４号）第12条の４ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）第47条の５

主
な
内
容

学校運営連絡協議会は、校長の学校運営を支援するものである。

【 役割 】
○委員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べる。
○校長へ保護者や地域住民の意向を伝え、学校運営への反映に協力する。
○地域に根ざした学校運営への支援のため、保護者や地域住民の協力を得る。

学校運営協議会は、教育委員会により設置され、学校の運営について、一定範囲で法的
な効力をもつ意思決定を行う合議制の機関である。

【 役割 】
○学校運営に関する基本的な方針について承認する。（必須）
○学校運営に関して教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。（任意）
○教職員の任用等に関して教育委員会に意見を述べることができる。（任意）

委員等

○当該学校の教職員以外の者で、教育に深い理解及び識見を有する者
※構成員について、稲城市立学校の管理運営に関する規則及び稲城市立学校運営連絡協
議会設置要綱のいずれにも定めていない。

○校長の推薦により、教育長が委嘱する。

○地域住民・保護者、当該校長、その他教育委員会が必要と認める者
※構成員については、対象学校の所在する地域の住民、対象学校に在籍する児童又は生徒
の保護者、地域学校協働活動推進員その他の対象学校の運営に資する活動を行う者、対
象学校の校長、対象学校の教職員、その他教育委員会が適当と認める者

○校長の推薦により、教育委員会が任命する。

報 酬 ○支給なし。
○委員となる者が非常勤の特別職の地方公務員の身分を有することから、１人当たり日額
1,100円（案）を支給する。

学校数 ○市内全小中学校で設置済（Ｒ３.５.１現在） ○全国11,856校で指定済（Ｒ３.５.１現在）※文部科学省調査





稲城だからできる、
「地域・学校による協働活動」の形（例）
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学 校

校 長

学校運営・
教育活動

学校運営の
基本方針

学校運営協議会

学校と保護者及び地域住民等が“一体となって”子ども

たちの成長に関わり、持続可能な学習環境及び指導環境

の整備に取り組むための熟議を行う場。

【委員】
・地域住民
・保護者
・地域学校協働活動推進員
・対象学校の運営に資する活動を行う者として、地域教
育懇談会の構成員

・その他教育委員会が必要と認める者

地域学校協働活動に携わる市民

校長の推薦に
より参画

連携・協働

稲城市教育委員会東京都教育委員会

□ 教職員の任用を行う

（協議会で熟議がなされ
た意見を尊重）

□ 協議会の設置

□ 適正な運営に係る措置

□ 委員の任命

□ 報酬の支払い

地域学校協働活動推進員放課後子ども教室事業
放課後等の子どもの居場所と
して、全小学校に設置。

スクールガードリーダー
小学生の登下校時における見
守り活動を行う。

地域住民、保護者

意
見

承
認

説
明

説
明

委員の推薦教職員の任用に
関する意見





子どもに
とっての魅力

教職員に
とっての魅力

保護者に
とっての魅力

地域の人々
にとっての魅力

● 子どもたちの学びや体験活動が充実し、シビックプライドの育成に繋がります。

● 自己肯定感や他人を思いやる心が育ちます。

● 地域に生きる者としての自覚から、自助・共助の精神を育むことに繋がります。

● 防犯・防災等の対策によって安心・安全な生活ができます。

● 地域の人々の理解と協力を得た学校運営を行うことで「社会に開かれた教育課程」の実現が可能
になります。

● 様々な地域人材を活用することで、教育活動の幅が更に広がります。
● 地域コミュニティとの更なる連携強化に繋がります。

● 学校や地域への理解が深まり、家庭教育の充実化が期待されます。

● 保護者同士や地域の人々との更なる人間関係の構築に繋がります。

● 地域の中で子どもたちが育てられているという安心感があります。

● 豊富な人生経験を生かすことで生きがいや自己有用感につながります。

● 学校が社会とオープンにつながり、地域のよりどころとなります。

● 学校を核とした地域ネットワークが形成され、地域の課題解決につながります。

● 発災時等の自主防災活動（自助・共助）の強靭化が期待されます。



学校の課題解決のために、

意見、承認し、目標を共有

Yes → Let's へ

（受動） （能動）



稲城市、コミュニティ・スクールから、持続可能な共生社会へ

共に“魅力”を探しましょう




